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オープンキャンパスには、猛暑の中、500名収容の大講義室が満員になるほどたくさんの高校生に参

加していただきました。法学部ニュースに関するご意見・ご感想・寄稿をお待ちしています。

　炭崎 貴子（sumisaki@law.kyushu-u.ac.jp）

LLP

金　　額 （円）事　　　項

学生情報サロン雑誌購入費

学生情報サロン運営費（消耗品・事務費・設備費）

ゼミ論集刊行助成費

法学部ニュース刊行・発送費

TKC・研究支援システムサービスの利用 

学生情報サロン留学関連本購入費

学生情報サロン教科書購入費

合　　計

210,911

392,878

798,271

819,000

2,142,000

32,375

169,209

4,564,644

FACULTY OF LAW

岡本隆司＝吉澤誠一郎（編）
『近代中国研究入門』東京大学出版会
西准教授
2012年8月

法学セミナー編集部（編）
『司法試験の問題と解説　2012』（別冊法学セミナー）日本評論社
堀野教授
2012年8月

高橋和之（編）
『新・判例ハンドブック憲法』日本評論社
南野准教授
2012年8月

日本社会保障法学会（編）
『新・講座社会保障法第1巻／これからの医療と年金』法律文化社
笠木准教授
2012年7月

内田博文＝八尋光秀＝鴨志田祐美（編著）
『転落自白―「日本型えん罪」は、なぜうまれるのか』日本評論社
内田名誉教授
2012年7月

谷福丸（著）／赤坂幸一＝中澤俊輔＝牧原　出（編著）
『議会政治と55年体制―衆議院事務総長の回想／谷福丸オーラル・ヒストリー』信山社
赤坂准教授　
2012年7月

法学部教員の近著（判例解説を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※法学部HPでも随時紹介しています。

ロー・ライブラリー・プロジェクト（LLP）
平成23年度決算報告

　平成17年度から、学生の保護者の方々のご寄附および教職員の寄附金を元に、法学部学生の学

習環境を整備するロー・ライブラリー・プロジェクト（LLP）を実施しています。

　この「法学部ニュース」もLLPで発行しています。平成23年度は、下記の通り、4,564,644円を

執行しました。今後も学生の勉学環境や福利厚生の向上のために様々な施策を検討していきます。

法学部紹介DVDも常時放映

法学部ニ
ュースを

拡大展示 法科大学院の紹介

法律相談看板

よろず法律相談
受付

ステージの様子

　2012年5月13日（日）伊都キャンパスにて、九州
大学の創立百周年をお祝いし、本学の取り組みや研究
活動などを地域の方々に広く知ってもらうためのイ
ベントとして「九大100年まつり」を開催しました。
各学部・大学院等による研究公開、ステージ企画、フ
リーマーケット、露店、など様々な催しを行い、一般市
民の方々約19,000人が来場しました。法学研究院も
部局の紹介をしました。法科大学院では無料法律相談
も実施しました。
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　九州大学法科大学院は、アジアに開かれた知の世界的拠

点大学であり、西日本を代表する基幹総合大学としての九州

大学において平成16年に法科大学院制度の発足とともに設

立されました。西日本では最大規模の法科大学院であり、九

州域内においては、九州4法科大学院、福岡県内4法科大学

院の教育連携の中核的地位にあり、九州の法科大学院を代

表する基幹校としての役割を担っています。

　九州大学法科大学院は、司法制度改革の一環として、改革

の中核に位置する法律実務家養成に貢献するために、司法試

験・司法修習などと連携を有する基幹的な高度専門教育機関

として開設されました。九州大学法科大学院の理念としまし

ては、社会のあらゆる分野で活躍する新たな法律実務家像を

追求し、多様な分析視角や倫理感覚を備え、広い視野を持っ

たグローバルに活躍できる法律家の養成を目指します。

　そのような養成の場を実現するため、九州大学法科大学院

は、教育・学修の態勢・環境を十分整えておりますが、以下の

4つの点を特徴として強調したいと思います。　

　第一に、自学自修の態勢・環境の整備であります。学生の皆

さんが将来自律した法律専門家として社会で活躍するため

に、高度に専門的な知識と技能を身につけることが必要とな

るとともに、旺盛な独立心を涵養しなければなりません。そ

のためには、ただ受動的に教えられるという立場にとどまる

のではなくて、自ら積極的に学び取っていくという自学自修

の態度が強く求められます。九州大学法科大学院では、学生

の自学自修を保障すたるため、可能な限り、学修態勢・環境の

整備に配慮しております。特に自学自修をサポートするため

のものとして、24時間開室で1人1席の専用机のある自修室、

同じく24時間利用可能な図書室、インターネットによる学修

支援システムである「マイデスクトップ」、教員によるチュー

ター制などを備えております。

　第二に、個性を重視した学修環境であります。九州大学法

科大学院では、公平性、多様性、開放性の理念を重視して、多

様なバックグラウンドを持った入学生を受け入れ、社会の

様々な分野で活躍する法律家の養成を目指しております。

したがいまして、学生は法科大学院という高度の能力を持つ

専門家養成の場におきましては、切磋琢磨しつつ自らの個性

的能力を大いに涵養・発揮することが求められております。

そのような要請に対応するため、九州大学法科大学院では、

基本的な法律科目・実務科目だけではなく、経済学・医学・心

理学・社会学関連分野等の多彩な授業内容を提供し、多角的

な能力を身につけられるとともに、将来多方面で活躍できる

法律家の素地を涵養できるよう配慮しております。また、少

人数教育と双方向的な授業を通じまして、個性的能力を養う

教育環境を整えております。

　第三に、実務教育の態勢・環境の整備であります。法科大学

院では、将来の法律専門家を養成するための機関としての社

会的使命を帯びており、すでに実務家となるための教育が開

始されます。九州大学法科大学院におきましては、経験豊か

な実務家教員を中心に、理論と実務を架橋でき、また複眼的

な思考を可能にするような実務能力の涵養をめざして、法曹

倫理・民事裁判実務・刑事訴訟実務・民事弁護論・刑事弁護

論・模擬裁判などのほか、ロイヤリング・法交渉、エクスターン

シップ、リーガル・クリニックなど多様で豊富な実務系科目を

用意しております。

　第四に、他の法科大学院や弁護士会との教育連携であり

ます。九州・沖縄4法科大学院（九州大学・熊本大学・鹿児島大

学・琉球大学）の間で遠隔授業システムを用いた教育連携科

目を開講しており、また福岡県内の4法科大学院の間でも相

互的な教育連携を行っているほか、福岡県弁護士会の協力

を得て様々な実務関連科目を提供しております。

　以上のように、九州大学法科大学院では、法科大学院創設

の理念に即した、興味深く、エキサイティングな教育の場が創

出されたと考えております。

　法科大学院の制度が発足して9年目を迎え、いよいよ真価

を問われる段階に入ってきました。すでに九州大学法科大学

院からは、多くの弁護士や裁判官・検察官が育っており、法曹

の世界で司法改革の理念を実現すべく活躍を始めておりま

す。九州大学法科大学院といたしましても、これからもます

ます、新しい法律実務家像を追求し、養成するという理念に

基づき、教育・学修の態勢・環境の整備に加えて、段階・発展

的な教育プログラムと厳格な成績評価を通じて社会の要請

に応えることのできる法曹の養成を目指していきたいと考え

ております。九州大学法科大学院の充実発展に向けて、ご理

解とご支援をよろしくお願いいたします。

　2012年9月4日から9月7日まで、九州電力株式会

社福岡支社用地部において、「企業法務体験研修」が実施

され、今年は9名の法学部3年生が参加しました。研修の

内容は、電力設備立地に伴う法律問題についての座学や

原子力発電所の見学、社員との懇談会など多岐にわたり

ます。研修初日には「送変電設備のルート選定・地点選定

に伴う諸法令調査、許認可手続きについて」学生たちが

グループごとに分かれディスカッションと発表を行い

ました。送変電設備のルートを決めるには、文化財保護

法・農地法・鉱業法・森林法・土地計画法などの法規則は

もちろん、その他諸事情を踏まえながら選定しなければ

なりません。

　グループディスカッション後の発表では、それぞれの

グループの特徴がよく出ており、いかにそのグループの

選定ルートが効率的で環境に配慮したものであるかが

プレゼンされました。

九州電力企業法務体験研修
2012年度

法学部
前期日程　　　　160名　

後期日程　　　　　39名　

帰国子女　　　　　　1名

計　　　　　　　200名

法科大学院
法学未修者　　　　30名　

法学既修者　　　　41名　

計　　　　　　　　71名

法学府修士課程
研究者コース　　　　　　　6名　

専修コース　　　　　　　20名　

国際コース　　　　　　　　0名

計　　　　　　　　　　　26名

法学府博士課程
研究者コース　　　　　　　0名　

高度専門職業人コース　　　1名

計　　　　　　　　　　　　1名

平成24年4月
入学者データ

就任あいさつ
法科大学院長 赤松　秀岳

※国際コースは10月入学のためデータが0です。

平成24年
度 法学部・法学府・法科大学院入学式

送電線のルートを
選定中

グループ発表

（法学部入学式・新入生オリエンテーション（2012年4月4日） （法学府入学式2012年4月6日）

（法科大学院入学式　2012年4月3日）
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　九州大学法科大学院で実務家専任教授を務められていた

上田國廣弁護士が退官されたことに伴い、本年4月に着任し

ました。

　私は福岡県（現在の宮若市）の出身で、九州大学法学部を

卒業後、平成4年から福岡市にて弁護士をしております。平成

15年から2年間ロンドン大学に留学して帰国したあとは福

岡国際法律事務所に所属しており、一般事件のほか渉外事

件、弁護士会の国際活動にも取り組んでおります。

　弁護士業と教員の二足の草鞋を履くことになりましたが、

教員としては、法科大学院でローヤリング・法交渉、契約実

務、エクスターンシップ、リーガルクリニックなどの授業を担

当しつつ、学部のほうでは、国際取引法演習（通称「交渉ゼ

ミ」）を指導しています。

　法科大学院では、旧司法試験の「点」による選抜の弊害を改

め「プロセス」による法曹養成を実現するという司法改革の

理念のもとに、将来の法律専門家となるための教育が行われ

ます。私も弁護士として、理論と実務の架け橋となれるよう力

を尽くしたいと思っております。特に、当事者的な視点から弁

護士としての様々な経験をできる限り学生に伝え、法律実務

の面白さを感じてもらうことができれば嬉しいです。

　ところで、約20年ぶりに母校に戻ってきましたが、箱崎文

系キャンパスの建物はほとんど当時と変わっておらず、また、

私の学生時代の教官もまだ何人も残っておられて、タイムス

リップしたような気分です。しかし、キャンパスで留学生を多

く見かけたり、農学部食堂の近くにはハラルフードの屋台が

出来ていたりして、昔より国際化がずいぶん進んでいる印象

を受けています。海外の大学との交流提携や留学制度も充

実しているようです。法学部の学生の皆さんも、このような

環境を生かして国際的感覚を身に着けていただきたいと思

います。

　西日本新聞社から出向してきました。前任者に続く寄付講

座の2代目教授です。新聞記者になって30年。主に地方自治

と国政、選挙を取材してきました。赴任地は福岡、東京、佐賀、

鹿児島と意外と少なく、一カ所が長くなるタイプです。今回

は思いも寄らない「異動」でしたが、これまでの記者活動を振

り返りつつ視野を広げる好機と張り切っています。記者とし

ては「現場」が何より大切と思っています。昨年は東日本大震

災の被災地に4回入りました。現在も西日本新聞編集委員と

いう肩書を持っています。

　講座のテーマは分権型社会論。九州大学法学部には政治

学、政治史、行政学など各分野で研究を重ねておられる専門

家がたくさんいらっしゃいます。そんな中で私にどんな役割

があるのだろうか。戸惑いと試行錯誤ばかりの大学生活です

が、政治と分権改革、地方自治の「今」を関連づけながら、住民

の暮らし方を考えることかなと思っています。いわば法学部

の「隙間産業」ならぬ「隙間科目」です。

　学生の皆さんと接し始めて5カ月。まじめで優しいが、思考

回路が直線型で融通が利かず甘えているというのが全体的

な印象です。社会との接点も少ない。このまま社会に出たら、

現実の荒波にもみくちゃにされるのではないかと心配にな

る学生も多々見かけます。

　一方で就職戦線は激化の一方。当然のことながら4年生は

就職試験に合格することに必死になっています。ただし、試

験合格が目的化していて、その後の働くこと、社会に出るこ

とが二の次になっているような風潮もあります。九州大学の

学生も例外ではないと感じました。新聞記者として取材して

きた社会や時代の厳しさを学生の皆さんに伝えることがで

きるのではないか。それが私のもう一つの役割と感じていま

す。社会との接点でもある新聞の読み方も伝えたいと考えて

います。よろしくお願いします。

　2012年4月から九州大学に着任いたしました野澤と申しま

す。刑法を専攻しておりますが、研究手法としての法制史的アプ

ローチの観点から、刑事法制史にも関心を寄せております。

　刑法研究者としては、刑事法制史からのアプローチという

のは、珍しいといえるかもしれません。しかし法理論は人間の

歴史の積み重ねによる所産であり、現行制度の意義を探る際

に、その歴史的背景を探究するというのはむしろ当然のこと

といえます。

　この点、残念ながら現在の刑法学の世界においては、過去

を踏まえない、単なる個人的思い付きが「学説」と称して主張

されることが見られます。「○○刑法学」などとして人名が入っ

た帯を掲げる本が散見されるのもその現れの一端とみるこ

とができるかもしれません。しかしこれでは刑法学が汎用性

のない、単なる「個人的独白」であるかのように受け取られて

も仕方がないといえます。

　重要なのは「（歴史的）事実」です。丹念に、虚心坦懐に歴史

的事実を検証し、どのような理論的背景のもとに現行法の制

度が形成されてきたのかを明らかにすること。これこそが、刑

法学においてまず必要とされるアプローチであるといえま

す。たとえば、私がこれまで研究してきたのは、「中止犯（中止

未遂）」でした。日本の現行刑法43条但書にも規定があるこ

の中止犯制度について、これまでの学説は、酌量減軽制度

（66条）と同種の制度としてしか捉えてきませんでした。しか

し、それではなぜ未遂犯規定にだけ特化して、酌量減軽規定

とは別の制度として「中止犯規定」が設けられたのか、「制度の

存在意義」を説明することはできません。ここに、過去の制度

形成の際の事実を明らかにするという、「法制史的アプロー

チ」の有用性があるといえるのです（このような観点からの

「中止犯制度」の制度趣旨について明らかにしたのが、私の著

書である『中止犯の理論的構造』（2012年、成文堂）です）。そ

してこのようなアプローチからの制度趣旨の知見をもとに、

現在の法規定についてのあるべき解釈論を展開することが

必要なのです。

　若輩者ではありますが、九州大学という新天地において、刑

法理論のさらなる進展に貢献を続けていく所存であります。

よろしくお願いいたします。

　東京大学法学部、同法科大学院を卒業し、東京大学法学政

治学研究科助教を経て、本年4月より本学に着任いたしまし

た。東京近郊圏以外の土地で暮らすのは初めての経験です

が、福岡の文化や自然との触れ合い、新天地での人々との交

流を楽しみにしています。

　私の専攻は商法ですが、とりわけ会社法と金融商品取引法

を中心に研究しています。会社法は、近年の経済環境の大きな

変動に対応する形で何度も改正が行われており、実際の経済

社会と密接に関係した法分野です。また、会社という組織形態

は現代において最も普及した団体のひとつです。そのような組

織の運営を規律する法を研究するということは、会社という営

利組織にとどまらず団体組織一般の法的規律に関する理論を

考察することにつながるかもしれません。このように、経済実

務の最先端の動向に触れると同時に理論的な考察もできる点

に会社法の面白さがあります。一方、金融商品取引法は、旧来

の証券取引法等を引き継ぐ法律です。以前の日本においては、

証券取引法は証券・金融業界にのみ関係する法律であり、一般

の人々には縁の薄いものであると考える向きもあったようで

す。しかし、近年の金融改革を経て、金融商品は一般の人々にも

徐々に普及してきています。さらに、グローバル経済において

資本市場の役割が増大した結果、リーマンショック等にみられ

るように、資本市場の動向は、それとは一見したところ無縁の

人々の生活をも左右するようになっています。このような状況

下にあって、資本市場システムが適切に機能するためには如何

なる法的規律が望ましいのか、効率と公正（「公正」という言葉

それ自体が多義的なものですが）のバランスをとる法律とはど

のようなものか、といった問題を考えることが私の課題です。

　講義やゼミでは、上で述べたような会社法の面白さを具体

的事例に基づいて学生の皆さんに伝えられるように努力して

いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

着任挨拶
教授　　松井　仁

着任挨拶
教授　　大西　直人

着任挨拶
准教授　　野澤　充

着任挨拶
准教授　　荒　達也
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EUIJ九州
　（EU Institute in Japan, 九州）の活動

EU
Institute
in Japan, 
九州

　2011年4月に開設されたEU I J九州 

（EU Institute in Japan, 九州）はとても

画期的な組織で、九州大学法学研究院の

八谷まち子教授が代表を務めています。

　EUIJの目的は、欧州連合（EU）の委託を受

けて、日本でのEUの知識や理解を深めてもら

うことで、大学が拠点となって、教育、研究、

一般の方々への広報活動などを行います。

2012年4月現在、東京に3ヶ所、関西および

九州に各1ヶ所が設置されており、2011年に

九州にもその拠点ができました。

　今回は、法学部とEUIJ九州との共催で、2012年6月14

日に開催された外務省外交講座をご紹介します。この講座

は、EUIJ九州シンポジウム・シリーズの一環として、外務省

外交講座「日本とEU」というテーマで、外務省欧州局政策

課長の倉光秀彰氏が講演されました。パワーポイント資料

をベースに、講師が実際に経験したエピソード（’87～’90

にEC代表部勤務、及び現職）を交えて、EUの統合の経緯、

経済や安全保障、日本とEUとの関係、そして今後の課題な

どについて約１時間のプレゼンテーションを行い、その後

一般の聴衆も含む参加者からの質疑応答もありました。

　講座終了後には、外務省の仕事や外交官に興味のある

学生を中心とした座談会も設定されて、参加した学生

たちには貴重な機会となりました。

　EUIJ九州は、九州大学、西南学院大学、福岡女子大学の

3校で構成され、この3校が連合体（コンソーシアム）として

3校共通の「EU研究ディプロマプログラム」をはじめ、多様

で幅広い活動を展開しています。EUIJ九州の主たる目的

は、九州エリアにおいて現存する専門的知識を結集させ

て、EU研究を促進し、EU情報を九州エリアに発信する持

続的拠点となることです。この目的のために、EUIJ九州は、

1.教育活動、2.アウトリーチ活動、3.EUとの学術交流、

4.EU関連機関との連携の4つの活動を続けています。教育

活動の一環として、EU地域の大学へ留学するコンソーシア

ム3大学の学生には奨学金も準備しています。実際に、法学

府の学生2人がこの奨学金を利用して、ドイツとフランスへ

留学しています。また、学部生1人と修士課程学生2人が、

一カ月以内の短期派遣奨学金を授与されています。

http://www.euij-kyushu.com/jp/
home/index.html

　今後も、EUIJ九州では、

一般参加可能なイベン

トも開催しますので、

興味のある方は、ホー

ムページをご参照くだ

さい。

講師の倉光氏を紹介する
EUIJ九州代表の八谷まち子法学研究院教授

座談会

倉光外務省欧州局政策課長
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　2012年8月5日、九州大学オープンキャンパスが

開催されました。

　最高気温34度のなか、福岡県内はもとより、熊本、

鹿児島、長崎など、九州各地から高校生が箱崎キャン

パスを訪れました。

　法学部は、500人収容の大講義室で、学部長挨拶、

法学部紹介DVDの上映、模擬授業、キャンパスツアー、

学部生・教員との質疑・交流を行いました。

　500人の定員はすぐに満席となり、会場いっぱいの

高校生が入学後の法学部での生活に思いを馳せました。

OPEN CAMPUS

オープンキャンパス開催！

KYUSHU UNIVERSITY FACULTY OF LAW

法学部のこと
なんでも
聞いてください。

いっぱい
質問するぞ～

緊張
する…

質問されて
ついつい
デッドヒ～ト！

ドキドキの
訪問でした～

フム
　フム

酒匂法学部長挨拶

会場いっぱいの高校生

司会：野澤 准教授

模擬授業：上田純子先生

司会：荒 准教授

模擬授業：出水教授

キャンパスツアー（文系図書館書庫）

研究室訪問（赤松研究室）

研究室訪問（西研究室）

法学部生・教員との質疑・交流
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オープンキャンパスには、猛暑の中、500名収容の大講義室が満員になるほどたくさんの高校生に参

加していただきました。法学部ニュースに関するご意見・ご感想・寄稿をお待ちしています。

　炭崎 貴子（sumisaki@law.kyushu-u.ac.jp）

LLP

金　　額 （円）事　　　項

学生情報サロン雑誌購入費

学生情報サロン運営費（消耗品・事務費・設備費）

ゼミ論集刊行助成費

法学部ニュース刊行・発送費

TKC・研究支援システムサービスの利用 

学生情報サロン留学関連本購入費

学生情報サロン教科書購入費

合　　計

210,911

392,878

798,271

819,000

2,142,000

32,375

169,209

4,564,644

FACULTY OF LAW

岡本隆司＝吉澤誠一郎（編）
『近代中国研究入門』東京大学出版会
西准教授
2012年8月

法学セミナー編集部（編）
『司法試験の問題と解説　2012』（別冊法学セミナー）日本評論社
堀野教授
2012年8月

高橋和之（編）
『新・判例ハンドブック憲法』日本評論社
南野准教授
2012年8月

日本社会保障法学会（編）
『新・講座社会保障法第1巻／これからの医療と年金』法律文化社
笠木准教授
2012年7月

内田博文＝八尋光秀＝鴨志田祐美（編著）
『転落自白―「日本型えん罪」は、なぜうまれるのか』日本評論社
内田名誉教授
2012年7月

谷福丸（著）／赤坂幸一＝中澤俊輔＝牧原　出（編著）
『議会政治と55年体制―衆議院事務総長の回想／谷福丸オーラル・ヒストリー』信山社
赤坂准教授　
2012年7月

法学部教員の近著（判例解説を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※法学部HPでも随時紹介しています。

ロー・ライブラリー・プロジェクト（LLP）
平成23年度決算報告

　平成17年度から、学生の保護者の方々のご寄附および教職員の寄附金を元に、法学部学生の学

習環境を整備するロー・ライブラリー・プロジェクト（LLP）を実施しています。

　この「法学部ニュース」もLLPで発行しています。平成23年度は、下記の通り、4,564,644円を

執行しました。今後も学生の勉学環境や福利厚生の向上のために様々な施策を検討していきます。

法学部紹介DVDも常時放映

法学部ニ
ュースを

拡大展示 法科大学院の紹介

法律相談看板

よろず法律相談
受付

ステージの様子

　2012年5月13日（日）伊都キャンパスにて、九州
大学の創立百周年をお祝いし、本学の取り組みや研究
活動などを地域の方々に広く知ってもらうためのイ
ベントとして「九大100年まつり」を開催しました。
各学部・大学院等による研究公開、ステージ企画、フ
リーマーケット、露店、など様々な催しを行い、一般市
民の方々約19,000人が来場しました。法学研究院も
部局の紹介をしました。法科大学院では無料法律相談
も実施しました。
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